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聖籠町教育委員会公告式規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年３月２６日 

聖籠町教育委員会委員長 稲田 健一   

聖籠町教育委員会規則第３号 

聖籠町教育委員会公告式規則等の一部を改正する規則 

 （聖籠町教育委員会公告式規則の一部改正） 

第１条 聖籠町教育委員会公告式規則（平成１６年聖籠町教委規則第５号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「第１４条第２項」を「第１５条第２項」に改める。 

  第２条第１項中「委員長」を「教育長」に改める。 

  第４条第１項中「委員長名」を「教育長名」に、「委員長印」を「教育長印」

に改める。 

  （聖籠町教育委員会会議規則の一部改正） 

第２条 聖籠町教育委員会会議規則（昭和５７年聖籠町教委規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条２項中「委員長」を「教育長」に改め、同条 3 項中「委員長」を「教

育長」に、「召集」を「招集」に改める。 

  第３条第１項、第２項、第４条第１項及び第２項中「委員長」を「教育長」

に改める。 

第３章を次のように改める。 

    第３章 削除 

第５条及び第６条 削除 

第７条第２号中「会議録」を「議事録」に改める。 

第８条、第９条、第１１条第１項、第２項、第１２条、第１３条第１項及

び第２項中「委員長」を「教育長」に改める。 

第１６条中「委員長の承認を得て」を削る。 

第１７条の見出し、同条第１項及び第２項中「会議録」を「議事録」に改

め、同条第２項中「委員長」を「教育長」に改める。 

第１８条第１項中「会議録」を「議事録」に改め、同項第１号中「出席及

び欠席委員」を「出席者及び欠席者」に改め、同項第３号中「委員」の前に
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「教育長及び」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第６号中「委員

長」を「教育長」に改め、同条第２項中「会議録」を「議事録」に、「委員

長」を「教育長」に改め、「教育長の推薦する者を」を削る。 

第１９条、第２０条、第２１条第３号、第３３条、第２４条及び第２５条

中「委員長」を教育長に改める。 

  （聖籠町教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第３条 聖籠町教育委員会事務局組織規則（平成１８年聖籠町教委規則第３号

の一部を次のように改正する。 

  第１条第１項中「第１８条第２項」を「第１７条第２項」に改める。 

  （聖籠町教育委員会事務委任規則の一部改正）  

第４条 聖籠町教育委員会事務委任規則（昭和５７年聖籠町教委規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２６条第１項」を「第２５条第１項」に改める。 

  第２条第５号削り、第６号を第５号とし、第７号から第１８号までを１号

ずつ繰り上げる。 

  第６条の見出しを「（報告）」に改め、同条中「事務のうち、重要又は異

例に属すると認める事項」を「事務の管理及び執行の状況」に改める。 

  （聖籠町教育委員会公印規則の一部改正） 

第５条 聖籠町教育委員会公印規則（昭和５７年聖籠町教委規則第２号）の一

部を次のように改める。 

  第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第８号までを１

号ずつ繰り上げる。 

  別表中第 1 ひな形中「 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

   

 

  」を「 
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1 2 3 4 5 

 

削除 

  

 

 

 」に改める。 

  別表第２寸法中「 

2 聖籠町教育委員会委員長印 たて21ミリ 

よこ21ミリ 

  

 

  」を「 

2 削除    

 

  」に改める。 

 第２条第２号 削除 

  （聖籠町スポーツ活動活性化事業企画・運営委員会に関する規則の一部改

正）   

第６条 聖籠町スポーツ活動活性化事業企画・運営委員会に関する規則（平成

１２年聖籠町教委規則第１１号）の一部を次のように改める。 

   第１条中「第１４条」を「第１５条」に改める。 

  （聖籠町文化財調査審議会設置条例施行規則の一部改正） 

第７条 聖籠町文化財調査審議会設置条例施行規則（昭和６１年聖籠町教委規

則１号）の一部を次のように改める。 

   第４条中「教育委員及び」を「教育委員会の教育長及び委員並びに」に

改める。 

（聖籠町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則を廃止する規則） 

第８条 聖籠町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則（平成２０年聖籠

町教委第２号）は廃止する。 

附 則 
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 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


